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１ 目的 

本要領は、高松商工会議所（以下「本所」という。）において、香川県内における人手不足の実態

調査を実施するにあたり、業務の受託業者を選定するための提案公募に必要な事項を定めることとす

る。 

 

２ 業務概要  

（１）業務名 

   人手不足実態調査業務委託 

（２）業務内容 

・香川県内の正社員数20名以上の企業・個人事業者のデータのうち、香川県の産業割合（日本標

準産業分類に基づく）に応じて1,000件抽出 

・人手不足実態調査票作成業務 

別紙「企画提案仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結の日から２０２６年１１月３０日まで 

（４）委託料上限額 

１，８５３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

（５）委託者 

  高松商工会議所 事業推進部 人材活用推進課 

  担当 川滝、齋藤 

 

３ 参加資格 

本提案公募に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１）本所の会員事業所で、香川県内に本社（本店）又は支店、活動拠点等の事業所を有する者。 

（２）本業務に類する中小企業への調査及び調査結果の集計記録を納品した実績を有していること。 

（３）破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て（同法附則

第3条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされていない

者。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者  

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力

団及びその構成員でない者。また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者

でない者。 
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４ 委託業者選定までのスケジュール 

2026年７月９日(木） 公募（提案書）・提案公募に関する質問受付開始 

2026年７月14日（水） 提案公募に関する質問受付期限 

2026年７月24日（金） 公募・提案書受付終了 

2026年７月31日（金）  審査結果通知（予定） 

 

５ 提案公募に関する質問 

(１) 質問受付期間及び方法 

本要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、2026 年７月 14 日（水）17 時 15 分まで

に、質問及び回答書（様式第３）に質問事項等を記載の上、メール（送信先：

jinzai@takacci.or.jp）により提出すること。 

 

(２)質問内容 

質問の内容は、公募要領の記載内容、仕様書の記載内容及び参加表明書など各種様式の記載方法

等に関するものに限ること。 

 

(３)提出場所 

〒760－8515 高松市番町二丁目２番２号 

高松商工会議所 事業推進部 人材活用推進課（担当：川滝、齋藤） 

 

(４)質問に対する回答 

回答はその都度、質問者に対して電子メールで行うものとする。 

なお、質問に対する回答への問い合わせ及び異議の申立ては一切受け付けないこととし、次に

掲げる内容の質問に対しては回答自体を行わないものとする。 

ア 質問者の明らかな誤読 

イ 質問者の個人的な意見 

ウ 質問者の提案しようとする内容についての是非を問うもの 

エ 質問者自らが判断又は調査すべきもの 

オ 本提案公募に関係のないもの 

カ 電話、口頭等による質問 

キ 受付期間外に提出されたもの 

ク 他の応募者からの企画提案書等の提出状況に関する質問 

 

６ 企画提案書等の提出 

次のとおり、企画提案書等を提出すること。提案は１応募者あたり１案とする。 

（１）提出書類 

① 企画提案書 



3 

仕様書を参照し、項目ごとに提案内容を具体的かつ分かりやすく記載すること。 

 ② 見積書 

    任意様式とし、詳細な積算内訳書を添付すること。 

（２）企画提案書の様式 

    Ａ４判縦置きもしくは横置きとし、片面表記を原則するが、既存の資料等を添付書類とする際、両

面表記である場合はこの限りではない。企画提案書本体に記載しきれない場合は、別紙により説明

も可とする。この場合、基本的事項を企画提案書本体の項目欄に記載したうえで「詳細は別紙を参

照」と記載し、当該別紙右上に「別紙」と記載のこと。 

（３）提出部数 

   提出書類のうち、①及び②については正本１部及び副本１部とすること。 

（４）受付期間 

2026年７月９日(木）８時30分から2026年７月24日（金）17時15分まで 

（５）提出方法 

本所まで持参するか、郵便又は信書便によるものとし、電話、電報、ＦＡＸ、電子メール、宅配便

等は不可。郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限

り、2026年７月24日（金）17時15分までに必着すること。 

 

７ 事業者の選定及び結果の通知 

（１）審査基準 

「人手不足実態調査業務委託提案 選定基準」にもとづき、提出された企画提案書等の内容を本所

において審査、採点を行い、提案評価第１位となった提案者を受託候補者とする。 

 

（２）結果の通知 

    審査選定の結果については、応募者全員に文書で通知するものとし、審査結果に関する問合せ、異

議申し立ては一切受け付けないこととする。 

なお、受託候補者として選定した者であっても、契約手続が完了するまでは、本所との契約関係は

生じない。 

（３）次点繰上げ 

    受託候補者となった事業者との契約締結に関する交渉が合意に至らなかったとき、又は受託候補者

となった事業者が契約締結までの間に「３参加資格」の要件を満たさなくなったとき、若しくは事

故等の特別な事由により契約締結が不可能となった場合は、提案評価第２位となった提案者から順

に繰り上げて受託候補者とし、契約締結に関する交渉を行う。 

（４）企画提案者が単独となった場合 

企画提案者が１事業者のみの場合においても、審査において最高総得点の６割以上を獲得した場合

には、当該企画提案者を受託候補者とする。 
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（５）審査結果に対する問い合わせ等 

審査結果に関する問合せ及び異議の申立ては一切受け付けない。 

 

８ 委託契約の締結 

（１）業務の実施にあたっては、受託候補者として選定した者（その者が契約締結時までに、「３ 参

加資格」に定める要件に該当しなくなった場合、又は事故等の特別な理由により契約締結が不可

能となった場合は、次点の者）と、予算の範囲内で委託契約を締結する。 

（２）仕様書の内容及び受託候補者が提出した企画提案書の提案内容については、受託候補者と本所と

の事前協議により変更することがあるので、見積書の見積金額が契約金額とならない場合がある。 

 

９ 決定の取消し 

受託候補者と決定した事業者に次に掲げる事由が生じた場合は、提案公募の参加資格又は受託候補

者の決定を取り消す。 

（１）提案書作成に係る不正行為が認められた場合 

（２）３の参加資格を満たさなくなった場合 

（３）定められた以外の手法により、審査員又は関係者に提案公募に対する援助を直接的、間接的

に求めた場合 

（４）８の協議が不調に終わった場合 

（５）８の協議後の見積額が、２（４）の提案上限額を超える場合 

10 適正な労働条件の確保 

業務の遂行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守し、適正な労働条

件の確保に努めること。 

11 その他 

（１）応募に当たって必要な書類（企画提案書等を含む。）は、応募者の負担で作成し、提出された

書類は返却しない。また、提出された書類の提出締切り後の差換え、再提出は認めない。 

（２）仕様書等は、企画提案以外の目的に使用することは禁じる。 

（３）企画提案に参加した企業名等は、公開する場合がある。また、提出書類の著作権は企画提案

者に帰属するが、参加者の了承を得て、本書は企画書の一部または全部を転載、公開するこ

とがある。 

（４）応募資格を満たさない者の提出した書類又は虚偽の記載のあった書類は無効とする。 

 

12 応募・照会先 

〒760-8515 香川県高松市番町二丁目２番２号 

高松商工会議所 事業推進部 人材活用推進課（担当：川滝、齋藤） 

ＴＥＬ：０８７－８２５－３５１８ 

E-mail：jinzai@takacci.or.jp 


